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東京都港区六本木一丁目６番１号 

アルヒ株式会社 

代表取締役社長 CEO兼 COO 勝屋 敏彦 

 

 アルヒ株式会社(以下｢当社｣といいます。)は、2023 年 12 月１日を効力発生日として、当社

を株式交換完全親会社、SBI エステートファイナンス株式会社（以下｢SBI エステートファイ

ナンス｣といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下｢本株式交換｣といいま

す。）を実施いたします。 

 本株式交換に関する会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 193 条に定める事前開示

事項は、次のとおりです。 

 

記 

 

１. 株式交換契約の内容(会社法第 794条第１項) 

 

 別紙 1のとおりです。 

 

２. 会社法第 768 条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項（会社法施行規則第 193条第１号） 

 

 別紙２のとおりです。 

 

３. 会社法第 768 条第１項第４号及び第５号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項（会社法施行規則第 193第２号） 

 

 該当事項はありません。 

 

４. 株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193条第３号） 

 

(１) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

 別紙３のとおりです。 

 

(２) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは当該臨



時計算書類等の内容 

 

 該当事項はありません。 

 

(３) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

① 本株式交換契約の締結 

SBI エステートファイナンスは、当社との間で、2023 年９月 13 日、別紙 1 の株式

交換契約を締結しております。 

 

５. 株式交換完全親会社において、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大

な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規

則第 193条第４号） 

 

① 剰余金の配当 

当社は、2023年６月 21日開催の当社株主総会決議により、2023年６月 23日を効力

発生日として、当社普通株式１株につき 25 円、配当総額 888,993,500 円の剰余金の

配当を行いました。 

 

② 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 

当社は、2023 年６月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株

式報酬としての自己株式の処分に係る事項について決議し、2023 年７月 20 日に以

下のとおり自己株式を処分しました。 

(a)処分した自己株式の種類及び数：普通株式 42,000株 

(b)処分価額：１株につき 1,009円 

(c)処分総額：42,378,000円 

(d)処分先及びその人数並びに処分株式の数： 

当社の業務執行取締役 ２名 30,000株 

当社の取締役を兼務しない執行役員 ６名 12,000株 

 

③ 本株式交換契約の締結 

当社は、SBI エステートファイナンスとの間で、2023 年９月 13 日、別紙 1 の株式

交換契約を締結しております。 

 

６. 会社法第 799 条第１項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者

に対する、株式交換が効力を生ずる日以降における株式交換完全親会社の債務の履行の

見込みに関する事項（会社法施行規則第 193条第５号） 



 

 本株式交換については、会社法第 799 条第１項の規定により異議を述べることができ

る債権者は存在しないため、該当事項はありません。 

 

以 上 

 



別紙１：株式交換契約書 
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株式交換契約書 
 

アルヒ株式会社（以下「アルヒ」という。）及び SBI エステートファイナンス株式会社（以

下「SBI エステートファイナンス」という。）は、2023 年 9 月 13 日（以下「本契約締結日」

という。）、以下のとおり株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1 条（本株式交換） 

アルヒ及び SBI エステートファイナンスは、本契約の規定に従い、アルヒを SBI エステ

ートファイナンスの株式交換完全親会社とし、SBI エステートファイナンスをアルヒの株式

交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、アルヒは、本株式

交換により、SBI エステートファイナンスの発行済株式の全部を取得する。 

 

第 2 条（株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号及び住所） 

アルヒ及び SBI エステートファイナンスの商号及び住所は、以下のとおりである。 

(1) アルヒ（株式交換完全親会社） 

商号： アルヒ株式会社 

住所： 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 

(2) SBI エステートファイナンス（株式交換完全子会社） 

商号： SBI エステートファイナンス株式会社 

住所： 東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号 

 

第 3 条（本株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

1. アルヒは、本株式交換に際して、本株式交換によりアルヒが SBI エステートファイナ

ンスの発行済株式の全部を取得する時点の直前時における SBI エステートファイナン

スの株主（以下「本割当対象株主」という。）に対して、SBI エステートファイナンス

の普通株式に代わり、その有する SBI エステートファイナンスの普通株式の数の合計

に 3,862（当該比率を以下「本株式交換比率」という。）を乗じて得た数のアルヒの普通

株式を交付する。 

2. アルヒは、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その有する SBI エステー

トファイナンスの普通株式 1 株につき、アルヒの普通株式 3,862 株の割合をもって、ア

ルヒの普通株式を割り当てる。 

3. 前二項の規定に従いアルヒが本割当対象株主に対して割り当てるべきアルヒの普通株

式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、アルヒは会社法第 234 条その他の関連

法令の規定に従い処理する。 
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第 4 条（アルヒの資本金及び準備金の額） 

本株式交換により増加すべきアルヒの資本金及び準備金の額は会社計算規則第 39 条に定

めるところに従いアルヒが別途適当に定める金額とする。 

 

第 5 条（本効力発生日） 

本株式交換がその効力を生ずる日（以下「本効力発生日」という。）は、2023 年 12 月 1 日

とする。但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、ア

ルヒ及び SBI エステートファイナンスは協議し合意の上、これを変更することができる。 

 

第 6 条（株主総会の承認） 

1. アルヒは、本効力発生日の前日までに、株主総会（以下「本アルヒ株主総会」という。）

を開催し、本契約及び本株式交換に必要な事項について株主総会の決議による承認を求

める。 

2. SBI エステートファイナンスは、本効力発生日の前日までに、本契約について株主総会

（会社法第 319 条第 1 項により、株主総会の決議があったものとみなされる場合を含

む。以下「本 SBI エステートファイナンス株主総会」という。）の決議による承認を求

める。 

 

第 7 条（事業の運営等） 

1. アルヒ及び SBI エステートファイナンスは、本契約締結日から本効力発生日までの間、

相手方当事者の事前の書面による承諾がある場合を除き、通常の業務の範囲内で、それ

ぞれ善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財産の管理及び運営を行い、

かつ、それぞれの子会社をして、善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに

財産の管理及び運営を行わせるものとする。 

2. アルヒ及び SBI エステートファイナンスは、本契約締結日から本効力発生日までの間、

相手方当事者の事前の書面による承諾がある場合を除き、自ら又はその子会社をして、

本株式交換の実行又は本株式交換比率に重大な影響を及ぼす可能性のある行為を行い

又は行わせる場合は、事前に、相手方当事者と協議及び合意の上、当該合意に従って行

い又は行わせるものとする。 

 

第 8 条（本契約の変更及び解除） 

本契約締結日以降本効力発生日の前日までの間において、本株式交換の実行に重大な支

障となる事態が生じ又は明らかとなった場合その他本契約の目的の達成が困難となった場

合には、アルヒ及び SBI エステートファイナンスは、協議し合意の上、本株式交換の条件そ

の他の本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。 
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第 9 条（本契約の効力） 

本契約は、本効力発生日の前日までに、(i) 本アルヒ株主総会において本契約及び本株式

交換に必要な事項についての承認が受けられない場合、(ii) 本 SBI エステートファイナンス

株主総会において本契約の承認が受けられない場合、(iii) 法令等に定められた本株式交換の

実行に必要な関係官庁等の承認等が得られない場合、並びに(iv) 前条に基づき本契約が解除

された場合には、その効力を失う。 

 

第 10 条（合意管轄裁判所） 

本契約の履行及び解釈に関し紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

 

第 11 条（協議） 

本契約に記載のない事項、又は本契約の内容に疑義が生じた場合は、アルヒ及び SBI エ

ステートファイナンスは誠実に協議し、その解決を図るものとする。 

 

（以下余白）







 

別紙２：会社法第 768 条第１項第２号及び第３号に掲げる事項についての定めの相当性に

関する事項 

 

1. 本株式交換に際して交付する株式の数又はその数の算定方法及びその割当ての相

当性に関する事項 

 

(１) 本株式交換に係る割当ての内容 

 
当社 

（株式交換完全親会社） 

SBIエステートファイナンス 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る交換比率 １ 3,862 

本株式交換により交付する株式 当社普通株式 8,631,570株（予定） 

（※１） 本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換比率」といいます。） 

当社は、SBI エステートファイナンスの普通株式１株に対して、当社普通株式

3,862 株を割当交付します。ただし、本株式交換比率は、算定の根拠となる諸条

件に重大な変更が生じた場合、両社協議及び合意の上、変更されることがありま

す。 

（※２） 本株式交換により交付する株式数 

当社は、本株式交換に際して、当社普通株式8,631,570株を、当社がSBIエステー

トファイナンスの発行済株式の全てを取得する時点の直前時の SBI エステート

ファイナンスの株主に対して割当交付する予定です。なお、交付する当社普通株

式については、新たに普通株式の発行を行う予定です。 

 

(２) 本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

 

①割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の検討に際し、その公平性・妥当性を確

保するため、当社並びに当社の連結子会社であるアルヒ RPA ソリューションズ株式会社、

アルヒ不動産テクノロジーズ株式会社、及びアルヒ住み替えコンシェルジュ株式会社から

構成される企業グループ（以下「当社グループ」といいます。）、並びに SBI エステート

ファイナンス及び当社の親会社である SBI ノンバンクホールディングス株式会社（以下

「SBI ノンバンクホールディングス」といいます。）及び SBI ホールディングス株式会社

（以下「SBIホールディングス」といいます。）を含む、SBIホールディングス並びにその

子会社及び持分法適用会社から構成される企業グループ（以下、総称して「SBI グルー

プ」といいます。）から独立した第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサル

ティング（以下「プルータス・コンサルティング」といいます。）より、当社及び SBI エ

ステートファイナンスの株式交換比率に関する算定書（以下「本株式交換比率算定書」と

いいます。）を取得しました（本株式交換比率算定書の概要については、下記「②算定に

関する事項」の「(b)算定の概要」をご参照ください。）。なお、プルータス・コンサル

ティングは、当社、SBI エステートファイナンス及び SBI ノンバンクホールディングスの

関連当事者には該当せず、記載すべき利害関係も有しておりません。 

当社は、本株式交換比率算定書を参考に、当社及び SBI エステートファイナンスの財務

の状況、資産の状況、将来の事業活動の見通し、SBI エステートファイナンス及び SBI ノ

ンバンクホールディングスとの間で利害関係を有しないメンバーで構成される特別委員会

（詳細については、下記「３.(２)利益相反を回避するための措置」の「①当社における利

害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。）から取得した答

申書、並びにリーガルアドバイザーからの法的助言等を総合的に勘案し、SBI エステート

ファイナンスとの間で株式交換比率について慎重に協議を重ねた結果、最終的に本株式交

換における交換比率はプルータス・コンサルティングが算定した株式交換比率の範囲内で

あり、当社の株主にとって不利益なものではないとの判断に至ったため、2023年９月13日



 

付の取締役会決議により、本株式交換比率を含む本株式交換契約の締結を決定いたしまし

た。 

 

②算定に関する事項 

 

(a) 算定機関の名称並びに当社、SBI エステートファイナンス及び SBI ノンバンクホール

ディングスとの関係 

当社は、当社グループ及び SBI グループから独立した第三者算定機関であるプルータ

ス・コンサルティングを選定し、2023 年９月 12 日付で、本株式交換比率算定書を取得し

ました。なお、プルータス・コンサルティングは、当社、SBI エステートファイナンス及

び SBI ノンバンクホールディングスの関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載

すべき重要な利害関係を有しません。 

 

(b) 算定の概要 

プルータス・コンサルティングは、本株式交換比率について、当社の株価については上

場株式であることから、市場株価法を採用するとともに、類似会社比較法及びディスカウ

ンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF 法」といいます。）を採用して算出を行

い、非上場会社である SBI エステートファイナンスの株価については類似会社比較法及び

DCF 法をもとにして株式価値を算定し、当社は、算定結果につきプルータス・コンサル

ティングより本株式交換比率算定書を受領いたしました。 

各手法における算定結果は以下のとおりです。なお、下記の株式交換比率の算定レンジ

は、当社株式の１株当たりの株式価値を１とした場合の各算定手法による算定レンジを記

載したものです。 

 

算定手法 
株式交換比率の算定レンジ 

当社 SBIエステートファイナンス 

市場株価法 DCF法 2,741 ～ 5,295 

市場株価法 類似会社比較法 2,951 ～ 4,560 

DCF法 DCF法 1,802 ～ 5,422 

類似会社比較法 類似会社比較法 2,348 ～ 5,870 

 

市場株価法では、2023 年９月 12 日（基準日）を算定基準日として、基準日の終値及び

基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の各株価終値平均を採用いたしました。 

DCF 法では、当社が 2023 年５月に公表している「中期経営計画 2023（2024 年３月期か

ら 2028 年３月期の５年間）」を基に、2024 年３月期から 2028 年３月期までの５期分の事

業計画における収益や投資計画、一般に公開された情報等の諸要素を前提として、当社が

2024 年３月期第２四半期以降創出すると見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の

割引率で現在価値に割り引いて当社の企業価値や株式価値を分析しております。なお、プ

ルータス・コンサルティングが DCF 法の採用に当たり前提とした当社の財務予測において

は、大幅な増益を見込んでおります。具体的には、固定金利住宅ローン商品である【フ

ラット３５】市場においては、直近の融資実行件数は減少しているものの、株式会社 SBI

新生銀行との共同開発による変動金利商品を投入し変動金利商品にも注力することで、融

資実行件数を増加させることを見込んでおり、2025 年３月期及び 2026 年３月期において

対前年度比で大幅な増益を見込んでおります。一方、プルータス・コンサルティングが

DCF 法の採用にあたり前提とした SBI エステートファイナンスの財務予測においては、大

幅な増減益を見込んでおりません。 

 

2. 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

 



 

本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39条の規定

に従い当社が別途適当に定める額とします。この取扱いは、当社の機動的な資本政策を実

現すべく、会社計算規則及び公正な会計基準等に基づき定めており、相当であると判断し

ております。 

 

3. 支配株主以外の株主の利益を害さないように留意した事項 

(１) 公正性を担保するための措置 

 

本株式交換においては、SBI エステートファイナンスが当社の親会社である SBI ノンバ

ンクホールディングスの完全子会社であることから、本株式交換は支配株主との重要な取

引等に該当するため、公正性を担保する必要があると判断し、以下のとおり公正性を担保

するための措置を講じております。 

 

① 独立した第三者算定機関からの算定書の取得 

当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の検討に際し、その公平性・妥当性を確

保するため、当社グループ及び SBI グループから独立した第三者算定機関として、プルー

タス・コンサルティングを選定し、2023 年９月 12 日付で、本株式交換比率算定書を取得

しました。当該算定書の概要は、上記「１.(２)②算定に関する事項」をご参照ください。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

当社は、本株式交換に係る当社取締役会の意思決定過程における公正性及び適正性を担

保するため、当社グループ及び SBI グループから独立したリーガルアドバイザーとして西

村あさひ法律事務所・外国法共同事業を選任し、同事務所から、本株式交換に関する諸手

続を含む当社取締役会の意思決定の方法及び過程その他の留意点について法的助言を受け

ております。 

 

(２) 利益相反を回避するための措置 

 

本株式交換は、SBI エステートファイナンスが当社の親会社である SBI ノンバンクホー

ルディングスの完全子会社であることから、支配株主との重要な取引等に該当するため、

以下のとおり利益相反を回避するための措置を講じております。 

 

① 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 

当社は、本株式交換に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思

決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するととも

に、当該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主の皆様

にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、SBI エステー

トファイナンス、SBI ノンバンクホールディングス及び SBI ホールディングスと利害関係

を有しておらず、当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている

大信田博之氏及び澤田忠之氏（弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所）、当社の社外監査役で

あり東京証券取引所に独立役員として届け出ている中野竹司氏（奥・片山・佐藤法律事務

所）の３名により審議及び決議される当社の特別委員会に対し、（ⅰ）本株式交換の目的

の正当性・合理性、（ⅱ）本株式交換に係る手続の公正性、（ⅲ）本株式交換に係る条件

（株式交換の対価を含む。）の公正性・妥当性、（ⅳ）上記（ⅰ）乃至（ⅲ）の観点か

ら、本株式交換が当社の少数株主にとって不利益なものでないか、（以下（ⅰ）乃至

（ⅳ）を総称して「本件諮問事項」といいます。）について諮問しました（本株式交換に

関する当社の特別委員会を、以下「本件特別委員会」といいます。）。なお、当社の特別

委員会については、上記の３名に加えて、当社の代表取締役社長勝屋敏彦氏もその構成員

となっておりますが、当社の特別委員会の決議に基づき、本株式交換の性質に鑑み、同氏

は、本件特別委員会については、その全てにおいて、審議及び議決に参加しておりませ



 

ん。 

本件特別委員会は、2023 年８月３日から 2023 年９月 12 日までに、会合を合計５回にわ

たって開催したほか、会合外においても電子メール等を通じて、意見表明や情報交換、情

報収集等を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、本件諮問事項に関し、慎重に検討

を行いました。具体的には、まず第１回の特別委員会において、当社が選任したファイナ

ンシャル・アドバイザー兼第三者算定機関であるプルータス・コンサルティング及びリー

ガルアドバイザーである西村あさひ法律事務所・外国法共同事業につき、いずれも専門性

及び独立性に問題がないことを確認した上で、その選任を承認しました。 

その上で、当社からは、当社の事業内容・事業環境、主要な経営課題、本株式交換によ

り当社の事業に対して想定されるメリット・デメリット、株式交換比率の前提となる当社

の事業計画の策定手続等について説明を受けたほか、SBI エステートファイナンスに対し

て本株式交換の目的等に関する質問状を送付した上で、SBI エステートファイナンスか

ら、本株式交換の目的、本株式交換に至る背景・経緯、本株式交換を選択した理由、本株

式交換後の経営方針や従業員の取扱い等について説明を受け、質疑応答を行いました。ま

た、当社のリーガルアドバイザーである西村あさひ法律事務所・外国法共同事業から、本

株式交換に係る当社の取締役会の意思決定の方法・過程等、本件特別委員会の運用その他

の本株式交換に係る手続面の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための

措置に関して助言を受けるとともに、SBI エステートファイナンスに対する法務デュー・

ディリジェンスの結果について報告を受け、質疑応答を行いました。さらに、当社は、デ

ロイト・トーマツ・ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に対して、SBI エステート

ファイナンスに対する財務・税務デュー・ディリジェンスの実施を依頼し、本件特別委員

会は、同社から財務・税務デュー・ディリジェンスの結果について報告を受け、質疑応答

を行いました。また、本件特別委員会は、第三者算定機関であるプルータス・コンサル

ティングから、本株式交換における株式交換比率の評価の方法及び結果に関する説明を受

け、質疑応答を行いました。なお、本件特別委員会は、当社と SBI エステートファイナン

スとの間における本株式交換に係る協議・交渉の経緯及び内容につき適時に報告を受けた

上で、当社が本株式交換比率についての最終的な提案を行うまで、複数回にわたり交渉の

方針等について協議を行い、当社に意見する等して、SBI エステートファイナンスとの交

渉過程に実質的に関与しております。 

本件特別委員会は、かかる手続を経て、本件諮問事項について慎重に協議及び検討を行

い、（ⅰ）本株式交換は、当社の企業価値の向上に資するものと認められ、その目的は正

当性・合理性を有すると考えられる旨、（ⅱ）本株式交換に係る手続は公正なものである

と考えられる旨、（ⅲ）本株式交換に係る条件は公正・妥当であると考えられる旨、及び

（ⅳ）上記（ⅰ）乃至（ⅲ）を踏まえ、本株式交換を行うことは当社の少数株主にとって

不利益なものではないと考えられる旨が記載された答申書を、2023 年９月 12 日付で、当

社の取締役会に対して提出しております。 

 

② 当社における、利害関係を有する取締役及び監査役を除く取締役及び監査役全員の承

認 

2023 年９月 13 日開催の当社取締役会では、当社の取締役７名のうち太田智彦氏及び高

橋和彦氏を除く５名全員の一致で、本株式交換に関する承認決議を行いました。また、上

記の取締役会には、当社の全ての監査役が参加し、いずれも上記決議に異議がない旨の意

見を述べております。 

なお、太田智彦氏及び高橋和彦氏は、当社の親会社である SBI ホールディングスの子会

社の役職員を兼務していること、及び高橋和彦氏については株式交換完全子会社である

SBI エステートファイナンスの代表取締役を兼任していることに鑑み、本株式交換に関し

利害が相反し又は相反するおそれがあるため、いずれも、当社の取締役会における本株式

交換に関する審議及び決議に参加しておらず、当社の立場において本株式交換に関する

SBIエステートファイナンスとの協議・交渉に参加しておりません。 



 

別紙３：SBIエステートファイナンスの最終事業年度に係る計算書類等 
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監査役の監査報告 

監 査 報 告 書 

 

私は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの第 28 期事業年度の取締役の職務

の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。 

 

1.監査の方法及びその内容 

   私は、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監  

査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使  

用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な  

決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取  

締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社  

の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3

項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい 

る体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用状況に

ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討 

いたしました。 

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監  

視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必  

要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ  

とを確保するための体制」（会社計算規則第 131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（平成 17年 10月 28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書

類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細

書について検討いたしました。 

 

2.監査の結果 

（1）事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し   

ているものと認めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な  

事実は認められません。 

  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、   

当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は  

認められません。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

 令和 5年 6月 5日 

SBIエステートファイナンス株式会社 

監 査 役    登   輝 久   
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